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＜今年度会費の納入願い＞ 

2018年度末が近づいてきました．1月末現在で，一般会員 22名，若手会員 2名，若手

特別会員 5 名が今年度会費未納となっています．未納会員には振込用紙を同封しています

ので，早急に納入していただくようにお願い申し上げます．    （支部財政担当幹事） 

 
 

＜お知らせ＞ 

4月から『日本の科学者』の書店販売価格が上がりますが，会員・読者会員には影響あり

ません． 
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日 時：2019年1月19日 13：30－15：30 

場 所：京大楽友会館二階第1，2会議室 

テーマ：遺伝子解析から探る魚類の多様性と

適応進化 

講 師：橋口康之氏（大阪医大講師・進化生

物学） 

演者は生物の適応進化や種分化の分子機構

の解明に取り組んでいる．硬骨魚類は34,000

種以上の種からなる脊椎動物最大のグループ

であり，様々な環境に適応して多様化してい

る．演者はその中から複数の種に注目して研

究を進めている．今回はタナゴ亜科魚類の貝

産卵の進化に関連した種分化と，フグ科魚類

における毒性の進化について講演された．参

加者は13名であった． 

タナゴはコイ科の体長4~10cmの小型の淡

水魚で，日本では 18 種が河川や湖沼に生息

している．最近のミトコンドリアと核の遺伝

子解析によればタナゴは最大6つの系統に分

かれるようだ．面白いのはそのきわめて特殊

な産卵の習性である．生きた二枚貝のえらの

中に卵を産み付ける．そのためにメスは繁殖

期になると発達した長い産卵管を持つように

なり，オスは絶えず二枚貝を見張りながらタ

イミングよく放精する．精子は入水管から吸

い込まれ，貝のえらの中で受精する．生まれ

た仔魚は卵黄で育つが，貝にとって仔魚の存

在は特に利益のない「片利共生」でそのため

貝は仔魚や受精卵を吐き出そうとする．それ

に対して仔魚には吐き出されないための興味

ある適応がみられる．例えば受精卵の表面に

うろこ状の突起が形成されて，えらに引っか

かるようになっていたり，あるいは貝の中で

越冬するタナゴの仔魚は吐き出されないよう

に動き回るらしい．タナゴ類はしばしば同じ

場所に複数種が共存する．そうした近縁種間

には基本的には互いに雑種を作らない「生殖

隔離」が成立していて，京都桂川では，共存

する2種のヤリタナゴとアブラボテは交雑し

ないが，愛媛の国近川では，演者らの遺伝子

解析に基づく調査によると，比較的高い頻度

で種間雑種が出現していることが判った．し

かもそれが鮎の放流といった人為的な原因で

移入されるタナゴの個体群によるらしい． 

フグはフグ鍋，フグ毒の両方で身近な魚で

あるが，このフグ毒テトロドトキシンは，フ

グ自身が生産しているのではなく，海のバク

テリアが生産し，食物連鎖を経てフグに取り

込まれる．テトロドトキシンは細胞のナトリ

ウムイオンチャンネルに結合して不活化させ，

食べた人を呼吸麻痺させるが，フグに限って

ナトリウムイオンチャンネルの構造が変化し

ていて不活化を免れている．それだけでなく

フグはテトロドトキシンに結合して失活させ

る蛋白の遺伝子を持っている．この遺伝子は

フグによって少しずつ異なっており，その比

較からフグの近縁関係を論ずることができる

ようだ． 

いずれも身近な魚，タナゴとフグというこ

ともあって，講演後の討論では多くの人の発

言があった．タナゴなどの淡水魚の減少が最

近激しく，絶滅が危惧されている．演者によ

ると，これに対して淡水魚研究者が各地で保

存活動を積極的に展開しているという． 

（文責：和田 明） 

第 31回自然科学懇談会（1/19）報告 

「遺伝子解析から探る魚類の多様性と適応進化」 

 

 
                            山口進次・久志本俊弘 
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日時：2019年1月13日（日）13時～15時 

場所：国労会館 

テーマ：沖縄総学前後の訪問先 

報告者：出口幹郎 氏 

参加者：8名 

講演内容： 

 12月6日 那覇市にある「不屈館」を訪れ

る． 

ここは元那覇市長瀬長亀次郎と民衆の資料

が展示されている．「米軍が最も恐れた不屈の

男」として有名な瀬長氏だが，米国がまだ沖

縄を統治していた時代，那覇市長に当選した

彼に対し，米軍からの補助金，融資の打ち切

りなどの嫌がらせに対し，市民は自主的に納

税支援を行った． 

 瀬長氏が好んだ「不屈」の精神が現在の「オ

ール沖縄」の源流になっている． 

 12月7日 首里城を見学する． 

太平洋戦争中ここに，第 32 軍司令部が置

かれていた．そのため米軍の集中砲火を受け，

地下に避難した． 

その壕の跡が今も残っている． 

 12月 8日 22総学の分科会で「パリ協定

に逆行する神戸製鋼の石炭火力発電―神戸

製鋼に 26 年間在籍した技術者の報告」を

発表する． 

 この日の懇親会で 50 年ぶりに元愛知教育

大学学長の松田正久氏と再会，30年ぶりに元

東北大学教授高橋礼二氏と，その他にも懐か

しい人々と出会うことができ感激した． 

 12月9日 分科会で「沖縄戦の悲惨さを伝

える技術者の取り組み」と題して，2009年

10月と2910年4月に沖縄を訪れた時の経

験を発表した． 

しかし残念なのは，発表する時間が短すぎ，

議論する時間が取れなかった． 

 12月10日 レンタカーを借りて辺野古に

向かう． 

「沖縄平和サポート」の事務所では，2017

年8月のピースフェスタ明石で，沖縄の写真

を提供していただいた稲葉博さんとお会いで

きた． 

 そしてキャンプシュワブゲート前座り込み

行動に参加する． 

沖縄県警が座り込み住民の前に立ちはだか

る．警官は全て黒メガネ，中隊長らしき警官

は全面黒マスク，物凄く不気味である．住民

が排除された後，工事車両が警官の誘導でぞ

くぞく基地内に入っていく． 

私は一人の警官に「黒メガネを外しなさい，

僕がかけていないのだから」と言ったら，黒

メガネを外して「沖縄県警は9割以上がウチ

ナンチュウ．新基地建設に反対の者がいる」

などと10分間ぐらい話してくれた． 

「そんなことを云ったら上司から叱られな

いの？」と聞いたら「大丈夫」と言っていた． 

次に高江のヘリパット基地建設現場へ向か

う． 

ここは2006年約 150人が暮らす高江の周

りに，6か所のヘリパットを建設するという．

住民の粘り強い反対で，通行妨害のでっち上

げ事件まで起こしている． 

ブロッコリーハウスでは著名なフォトジャ

ーナリストの森住卓さんらと出会う． 

 

これからの日程 

関西技術者研究者懇談会1月例会（1/13）報告 

「沖縄総学前後の訪問先」 

 
                            山口進次・久志本俊弘 
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日 時：2月10日（日） 

担 当：中村郁夫 氏 

テーマ：建造物の地震対策｛免震・制振（制

震）・耐震について 

 

日 時：3月24日（日） 

担 当：船井洋子 

テーマ：（予定）血液と液性免疫，細胞性免疫      

（文責：山口進次）

 

 

 

標記例会が 1月 15日（火）午後 3時より支部事務所で開かれた．参加者 8名．1月号特集

より以下の3篇の論文が取り上げられた． 

               ------------------------------------------------------------------------------- 

堀尾輝久「国家・社会・教育構造の変化と教

育理念の危機」（報告：菅原建二） 

戦後，帝国憲法と教育勅語に取って代わり

日本国憲法と教育基本法が制定された．教育

の理念や目的も，天皇に奉仕する忠君愛国の

臣民の育成から，真理と平和を愛する人間の

育成へと変わり，子ども主体の発達と学びを

保障する公教育の創造が目指されてきた．し

かし，1955年に結党された自民党は，日米安

全保障体制のもとでの憲法改正を党是として

おり，日本国憲法と教育基本法を攻撃目標と

している．本論文は，自民党による教育基本

法の改変と民主教育の破壊の過程について概

説した後，教育の現状に触れ，健全な国家や

社会を先導すべき教育と教育理念の危機に警

鐘を鳴らしている．以下は論文の要約である． 

1950年代後半から60年代にかけて，民主

主義の行き過ぎ是正，憲法の占領軍押しつけ

論，教育基本法の補完・修正の必要性などが

喧伝され，教育委員会の任命制，学習指導要

領への法的拘束力の付与，教科書検定による

教育内容の統制，全国一斉学力テストの強行

などにより，教育への「国家の復権」が計ら

れた．80年代，中曽根内閣は戦後政治の総決

算を掲げ，臨時教育審議会を発足させ，教育

内容の統制と教育への市場原理導入（教育の

自由化）を進める．90年代初め歴史修正主義

者が声を挙げ，日本会議が動き出す．1999年

の国旗・国歌法の成立．君が代の強制と不適

格教員の排除がすすめられる．2006年に「戦

後レジームからの脱却」を唱えて安倍内閣が

成立．教育基本法の改正を断行．これは改正

ではなく，教育基本法（1947年）の廃止と新

法の制定であった．2012年に安倍内閣が復活．

秘密保護法を通し，集団的自衛権の閣議決定

から，安保法制採決（2015年）を強行する． 

国連子どもの権利委員会（CRC）は，政府

報告に対して，日本の「子どもの貧困，関係

性の貧困」に踏み込んだ指摘をし，「過度な競

争的教育」への懸念を示した．CRCに対する

著者らによる「もう一つの報告」は，国家・

社会の市場原理を軸とする競争，評価，自己

責任の論理が，教師にも子どもにも抑圧的に

機能していると報告．経済協力開発機構

（OECD）の国際比較データは教育への公費

支出が日本は 34 カ国中最下位にあることを

示している．経済格差と教育格差は連動・循

環する．全国一斉学力テスト（学テ）も出題

採点は業者まかせ．学テの成績は学校と教師

の評価の基準ともなり，学校予算や教師の処

『日本の科学者』読書会1月例会の報告 

1月号特集：教育の構造が問われている 
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遇にも反映するという地域もある．教師は一

人ひとりの生徒に向き合い，丁寧に指導する

時間も意欲も失い，学テの点数順位と管理者

の意向を気にする教育機械になっていく．い

じめ，不登校，校内暴力，自殺は学テの悉皆

化への動きのなかで 2013 年を境にして増加

しつづけている．日本の子どもは自己肯定感

が弱く将来に希望が持てない子が多いと国際

的調査からも指摘されている．生徒指導にお

けるゼロ・トレランス政策のひろがりのなか

で自己肯定感が育つわけもない．教育内容が

学習指導要領と教科書検定によって統制され，

子どもたちの主体的な学びの雰囲気・環境が

失われていく．深刻さに気づいた文科省は，

アクティブ・ラーニングの重要性をしきりに

強調しているが，アクティブ・ラーニングも

マニュアル化されつつある．教師の労働も「働

き方改革」のもとで，一方では専門性を無視

されるなかで，他方でフレキシブルな職種と

して，残業手当の不要な扱いにされる危惧が

ある．現在の子どもと教育を巡る状況を作り

出したものは新自由主義・新国家主義に基づ

く政策であり，その帰結が子ども期の貧困化

をもたらしている．教育の領域では教育その

ものが商品化され，市場原理のもとで公教育

費は削減され私教育化（私塾化）が進んでい

る． 

 

前田晶子「教育学における発達理論の再検討」

（紹介：清水民子）  

1.〈教育〉における空間論の展開 2018年

告示の「高等学校新学習指導要領」により，

社会科・公民において「現代社会」が廃止さ

れ，「公共」が必修となる．「公共」では，「公

共的な空間」（＝国家・社会）をつくる存在と

しての「私たち」が強調され，国民主権と基

本的人権は無視され，高校社会科は道徳教育

に変質させられると懸念している． 

2. 発達思想にどう向き合うか 「発達の

段階に応じた教育」は戦前からいわれ，今日

も自明とされているが，「発達の指標が規範と

しての強制力をもって〈教育〉という場を左

右する傾向を強めていく」ことに警戒しなけ

ればならないとする．〈教育〉に〈治療〉の視

点を加え，「揺らぎ」や「退行」を重視するワ

ロンなどの発達論による対抗の可能性を問う． 

3. 教育史研究の実践的役割 教育学と

〈教育〉の関係は「理論の実践性」と「実践

の理論性」との関係であり，「教育史」のばあ

いは制度や政策の歴史ではなく，社会史の方

法による「匿名の人々の自己形成史」の理論

化が重要だと述べている． 

（感想）「教育学」や「発達論」の現代的課

題を論じており，示唆される点は多々あった．

「公共」「空間論」など，概念や理論的背景を

理解する知識を自ら挿入しなければ読み切れ

ないと感じたが，とりあえず，文言上の紹介

にとどまった． 

特集テーマについていえば，「教育の構造」

「構造化」のとらえ方が各論ともあいまいで

ある．「教育」をめぐる多くの問題状況のなか

で，「構造」という関係性でとらえ，問うてい

る論点は各論それぞれであり，異なっている

（のはよいが），説明不十分である． 

 

近藤真理子・藤本文朗「教師教育から教育学

の構造化を考える」（報告：近藤真理子） 

戦後，教員に関わる制度が転換された．必

要な単位を取得すれば教員養成大学でなくて

も，教員免許状の取得が可能であることと研

修の機会を保障することが謳われ，開放制の

免許取得制度は大学の独自性や自治を活かし
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た多様な専門性を持つ教員養成を実現できる

可能性をも秘めていた．「教育公務員特例法」

第 21 条には，「その職責を遂行するために，

絶えず研究と修養に努めなければならない」

とある．開放制での免許取得で様々な専門教

養を持つ教師が現場で出会い，学びあう研修

で，鍛えられるはずであったが，多忙の中で

研修の機会を持つことは難しい． 

教員養成系大学では「ゼロ免課程」といわ

れる教員免許取得を一義としない課程の新設，

入学定員の削減が進んでいる．併せて非教員

養成系であった私立大学で，規制緩和により

小学校免許も取得ができるようになっている．

2005年中教審答申「新時代の義務教育を創造

する」において教師に対して「教職に対する

責任感，探究力，教職生活全体を通して自主

的に学ぶ」ことが上位概念に来た．これは必

要な知識は入職をしてから学ぶことを示して

いる． 

今日各自治体では，教員を志望する大学生

を対象に通称「教師塾」と呼ばれる教育委員

会が主催をする教員養成事業が実施されてい

る． 

教えることさえ「塾」で学び教育委員会の

要請する資質を学ぶことは画一化した教員の

「養成」であり，専門職といえない．教員養

成の段階で，現場で創造力，応用力を働かせ

対応できる力の基礎を培い，現場での「実践」

と理論とが弁証論的に統一する骨太の理論研

究ができるカリキュラム作りが急務である． 

以上の現状を踏まえ 各大学での教職課程

での実践，課題，専門知識と教授としての専

門性について討議がなされた． 

 

 

 

1. 第34回原発ゼロ連続学習会 

日時：2月16日（土）14:00〜16：30 

場所：京都教育文化センター102号 

テーマ：文科省の「放射線副読本」を考える 

 報告：小野英喜さん 

2. 2月支部読書会 

日時：2月21日（木）15:00〜17：30 

場所：支部事務所 

テーマ：JJS2月号特集 ：夜間中学 

担当：関本論文（大倉），浅野論文（清水），前川論文（藤本） 

3. 第10回支部幹事会 

日時：2月21日（木）18:00〜20:00 

場所：支部事務所 

4. バイバイ原発3・10きょうとプレ企画 

日時：2月23日（土）13：30 開場，14：00 開演 

場所：京都教育文化センター 

2～3月の支部関連行事の案内 （JSA近畿も参照） 
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 朗読劇「線量計が鳴る」 

 脚本・主演 中村敦夫 

5. 第10回ワーキング会議 

日時：3月1日（金）13:30〜15:30 

場所：支部事務所 

6. 第32回自然科学懇談会 

日時：2019年3月9日（土）13：30～15：30 

場所：京大楽友会館（東大路近衛） 

テーマ：豪雨，猛暑，台風 －2018年夏の「異常気象」から気候変動を考える― 

講師：JSA大阪支部・岩本智之氏 

講演内容：近年，市民の間でも「異常気象」が日常的に語られるようになっています．異常

気象とは，気象庁の定義では，「人が一生の間にまれにしか経験しない現象」とされていま

す．定量的に議論する場合には，「ある場所（地域）で30年に一回程度発生する現象」と

なります．本講では昨年夏の事象を検討し，その背景を京都支部の方々のお知恵を借りな

がら，考えていきたいと思います． 

１．「異常気象」とその背景 

    ①「2018年西日本豪雨」，② 記録的猛暑，③ 相次ぐ台風 

２．IPCCの見解 

３．気候変動否定論（いわゆる地球温暖化懐疑論）について 

7. バイバイ原発3・10きょうと 

日時：3月10日（日）13：30 開会 

場所：円山音楽堂 

8. 支部ニュース3月号編集 

日時：3月12日（火）13：30〜  

場所：支部事務所 

 

 

 

「すべて国民は，個人として尊重される」 

憲法で最も大切なことは，「個人の尊重」（憲

法第十三条）です．しかし現在，日本では，

「個人の尊重」は軽視され，格差は広がり，

社会保障は十分ではありません．一方，軍事

費に莫大な費用がかけられています．そのよ

うな中でも，憲法を守り抜く強さ，しぶとさ

を持ち続けるには，どうすれば良いのか．個

人の尊重，対話，教育，海外の動きについて

書かれた本を通して学んだことをまとめまし

た．（「しぶとくありたい」は，ノーマ・フィ

ールドさんの「いま，＜平和＞を本気で語る

には」から引用させて頂きました．） 

政府，官庁，企業のデータ改竄，隠蔽，不

正．そして戦争ができるように憲法を変えよ

うとする動き．また，市民が知らない間に，

シリーズ：私の憲法メッセージ 

 「しぶとくありたい．憲法を守るために．」 竹内由紀子 
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重要な法案が国会を次々と通過し，命や暮ら

しに関わる水道，種子，農地，森，海，教育，

福祉，医療などのモノやサービスを安定供給

する責任を放棄して，市場を開放し，外国人

にビジネスとして差し出すことが行われてい

ます．（詳しくは，堤 未果さんの著書「日本

が売られる」をご覧ください．） 

残念ながら大手メディアは，この重要な問

題を市民にほとんど知らせていません．  

腐敗政治，忖度するメディアに異議を唱え

ない市民の側にも大きな責任があります．危

ないとわかっていながら，おかしいと声を挙

げず，全体で猪突猛進する．崖が迫っている

とわかっていても走り続ける．自分の頭で考

えない．問題を見ない．忘れる．対話ができ

ない．多様な他者とのいきいきした関係を結

べない．対立を避ける．多面的に考えること

ができない・・・．市民のこれらの問題は，

自身の中にもあるとして，自戒をこめて書き

ました． 

これらを乗り越えていくために，どうすれ

ば良いのか．第一に，一人ひとりが大切な存

在であることを，深く自覚することが解決に

向かう基礎となると考えます．自分が大切な

存在であると自覚すると，自分の頭で考える

ことができます．情報をかみくだき消化し，

自分の言葉，意見を持つことができます．そ

して行動できます．多数の意見に流される必

要がありません． 

 また，自分が大切な存在であると自覚でき

ると，他の人も大切な存在であると認識し，

尊重できるようになります．異なる意見も耳

を傾けることができます．「聞き手として，渾

身の力をふりしぼって，身を入れて，耳を傾

けましょう．話し手の言葉，意見，気持ちを

もらさずに受け止めることは，聞き手の役目

です．」（「対立を解決するセラピー」発行所サ

ンパウロより引用）意見に耳を傾け，対話す

ることが大切です．足りないところを非難す

るのではなく，足りないところを補い合うこ

と．異なる意見を抑え込もうとしたり，倒そ

うとする考えが，心の中によぎるかもしれま

せん．自分の内にある小さな争いの芽に気づ

き，摘んでいくことが大切です．暉峻淑子さ

んは，著書「対話する社会へ」の中で，次の

様に述べています．「異なっている人間同士で

あればこそ，対話によって，新しい理解の地

平を拓くというよろこびもあるのです．対話

する社会とは，多様な思考，多様な感受性に

出会い，想像力を豊かにする社会でもありま

す．」またパウル・フレイレ（1921～97 年，

ブラジルの教育学者）の言葉，「希望を失った

者は沈黙するが，対話する人は希望を失わず，

現状を変えることができる．」も取り上げられ

ていました． 

 対話する上で重要な示唆が，伊藤 真氏の著

書「考える訓練」の中に書かれてありました．

「居心地の良いところだけにいようとしてい

ては，『考える訓練』をしていることにならな

い．もし本当に『考える』なら，あえて居心

地の悪いところに自分の身を置いて，心をざ

わつかせるべきだ．」「新しい考えに触れられ

るから，考え方の幅も広がり，深く考えられ

るようになる．」 

 

 次に，市民の無力感が変わるヒントとして，

スウェーデンの教育から学ぶことが多くあり

ます．「スウェーデンの小学校社会科の教科書

を読む」（ヨーラン・スバネリッド，鈴木賢志 

編訳）から引用させて頂きます．「スウェーデ

ンの教科書では，人として学んでおくべきこ

とを躊躇なく教えている．情報の手段である
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メディアを大切に考えている．またメディア

を通じて得た資料を批判的に読むことの大切

さを教えている．離婚，いじめ，失業や貧困

の問題について説明している．若者の犯罪や

自分が罪を犯した場合，どのような手続きが

実際に進められるかということが書かれてあ

る．スウェーデンでは，根底に，子どもを一

人の人格として信頼している姿勢がある．小

さなころから一人前に扱われるので社会の一

員として，主権者として政治に参加すること

が当然のごとく認められています．」 スウェ

ーデンのような教育を，日本の子供たちが受

けることができれば，少しずつ市民の無力感

が変わっていくと思います． 

 

  次に，市民が権利を取り戻した海外の動

きに目を向けます．堤 未果さんの著書「日本

が売られる」より引用させて頂きます．「イタ

リアの五つ星運動は，2009 年にたった 2 人

で始めた政治運動だ．地方から小規模で始ま

り，みるみるうちに勢いをつけ，たった8年

で政権を取ってしまった．五つ星運動は，

SNSやネットを有効に使い，市民参加型民主

主義を目指す 21 世紀のデジタル政党だ．一

人ひとりが決定に参加することで，自分の声

が意味を持つことを，市民に実感させられる．

市民が参加し，政策を作るので，戦争を望む

声は全くでないという．中央政府が国民の声

に耳を傾けなくなった時，自分たちの住む地

域から小さな変化を起こしてゆくことは有効

だ．それがやがて広がって大きな力になり，

国全体を動かす力になることを，五つ星運動

は示してくれている．」 

その他にも，「フランスの水道の再公営化」，

「アメリカで，子どもを農薬から守る母親達

の運動」などが取り上げられています．これ

らの新しい流れを知ることで，無力感から抜

け出し，希望を持つことができます． 

 

 現在の日本の問題に戻り，憲法改正をめぐ

る国民投票について，考えてみます．海外の

多くの国では原則禁止となっている「広告の

規制」が，現在の国民投票法では，ほとんど

ありません．このため広告に莫大な資金を投

入できる方が有利となっています．このよう

な危機の中で，憲法を守っていくにはどうす

ればよいのか．一人ひとりが考え，意見を持

つこと，身近な人と話すこと，頑張っている

メディアを応援すること，そしてツイッター，

フェイスブックなどで発信していくことも重

要です． 

 

 粘り強く，憲法を守り通す信念を，永井 隆

氏の言葉から学ぶことができます．著書「い

とし子よ」より引用させて頂き，結びとした

いと思います． 

 「いとし子よ．そなたたちの母を，あの優

しかった母を殺したのは，戦争である．私た

ち日本国民は，憲法において戦争をしないこ

とに決めた．どんなに難しくても，これは善

い憲法だから，実行せねばならぬ．これを破

ろうとする力を防がねばならぬ．これこそ，

戦争の惨禍に目覚めたほんとうの日本人の声

なのだよ．憲法を改めて戦争放棄の条項を削

れ，と叫ぶ者が出ないともかぎらない．その

ときこそ，・・・・・・誠一よ，カヤノよ，た

とい最後の二人となっても，どんなののしり

や暴力を受けても，きっぱりと「戦争絶対反

対」を叫び続け，叫び通しておくれ！ たとい

卑怯者とさげすまれ，裏切者とたたかれても，

「戦争絶対反対」の叫びを守っておくれ！」 

 「いとし子よ．敵も愛しなさい．愛し愛し
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愛しぬいて，こちらを憎むすきがないほど愛

しなさい．愛すれば愛される．愛されたら，

滅ぼされない．愛の世界に敵はない．敵がな

ければ，戦争も起こらないのだよ．」 

 「わがいとし子よ．＜なんじの近き者を己

の如く愛すべし＞ そなたたちに遺す私の言

葉は，この句をもって始めたい．そしておそ

らく終わりもこの句をもって結ばれ，ついに

はすべてがこの句にふくまれることになるで

あろう．」 

 

 

 

 

 

チェルノブイリ原発事故（1986.4.26）で放

射性ヨウ素の内部被ばくにより小児甲状腺が

んが多発した．福島原発事故（2011.3.11）に

際して小児甲状腺がんの被ばく発症が懸念さ

れ，福島県の18歳以下の子どもたち37万人

全員を対象に甲状腺の検査が行われた．その

結果，先行検査（2011.10〜2014.3）で115人，

本格検査（2014.4〜2016.3）で 71 人の患者

が発見された． 

 

検査データから，われわれは，高線量，中

線量，低線量の3地域について，先行検査と

本格検査における罹患率（年間 10 万人当た

りの患者発生数）を統計学的に求め，それぞ

れ比較した．先行検査では3地域の罹患率に

大きな差はなかったが，本格検査では3地域

のいずれでも上昇し，その程度は，高線量＞

中線量＞低線量の順であった．この結果から，

原発事故後の小児甲状腺がん発症は被ばくが

原因であると結論した．（宗川『福島甲状腺が

んの被ばく発症』文理閣2017） 

 

一方，福島県「県民健康調査」検討委員会

は，2016年3月の中間報告で，先行検査で発

見された甲状腺がんについて，被ばく線量が

チェルノブイリ事故と比べて小さいこと，地

域別の発見率に大きな差がないこと，などを

理由に放射線の影響とは考えにくいとした．

しかしその後の2017年11月，本格検査の結

果が出るに及んで，福島県立医大は，年間10

万人当たりの患者発見率が，高線量地域・中

線量地域・低線量地域の順に高かったと発表

した．これらの見解はわれわれの結論と一致

する． 

 

しかしながら今に至るまで検討委員会は，

福島の小児甲状腺がんの発見は専ら「スクリ

ーニング効果」の結果であるとして，がんの

被ばく発症を認めようとしない．2018 年 10

月 29 日開催の甲状腺検査評価委員会で出さ

れた意見を紹介しよう． 

地域差を線量との関係で考えがちだが，

地域による受診率，検査間隔，先行検査

の実施状況・結果，細胞診実施率の差異

等が発見率に大きく影響しており，それ

らを考慮しなければ正しく評価すること

はできない． 

検討委員会は，2018年 12月 27日の会議

でも，本格検査のデータを前にしながら，被

ばくによる甲状腺がんの認定を回避した．検

査データをまともに解析すれば，われわれ同

様，被ばく発症の結論に達するはずである． 

寄稿： 

彼らが甲状腺がん被ばく発症を認めないホントの理由 

宗川吉汪 
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ところで，IAEA（国際原子力機関）は，2015

年8月31日，「事故に起因する甲状腺被ばく

線量は低いため，小児甲状腺がん増加が被ば

くによるとは考えにくい」と報告した．また，

UNSCEAR（アンスケア，国連放射線科学委

員会）も，2017年白書で「放射線被ばくによ

る甲状腺がんの大きな過剰発生は考慮しなく

ともよい」とした．そして国内では，2017年

9 月の学術会議・放射線防護リスクマネジメ

ント分科会『報告書』や 2018年 6月発行の

復興庁パンフレット『放射能のホント』は，

国際機関の見解こそが“科学的”であるとし

て，福島原発事故で多数の甲状腺がんの発生

を考える必要はないと喧伝し，「放射能安全論」

を振りまいている． 

 

さらに『しあわせになるための「福島差別」

論』（かもがわ出版 2018）の著者の一人は以

下のように書いた． 

心配された小児甲状腺がんも含め，被曝

の健康被害が限りなくゼロに近かったど

ころか，事故による追加被曝量そのもの

が，しろうとの予断はおろかおおかたの

科学者の予測すら裏切ってきわめて低か

った，と明言することを，政府や東電を

免罪する利敵行為だ，と憤慨する方がた

には，同じ明言に福島など原発の近くに

暮らす人びとがどれほど安堵するか，と

いうことを考えていただきたいと思いま

す． 

 

IAEAやUNSCEARは，もともと，NPT

（核不拡散条約）体制を維持するために作ら

れた国際機関である．すなわち，米英仏ロ中

5カ国の核兵器独占と「核の平和利用」（原発

推進）をその任務としている．これらの機関

をはじめ，被害者切り捨てと原発維持を狙う

日本政府と電力会社，みせかけの「復興」を

めざす福島県，県民をヒバクシャにしたくな

いと思う「福島かわいそう」論者，そうした

彼らの「願望」の焦点に甲状腺がんの被ばく

発症の否認が位置しているのだ． 

 

被害をできるだけ小さく見せたい，できれ

ば無かったことにしたい，と彼らは願ってい

る．福島原発事故で被ばくによる健康被害は

何一つ出ていない，ヒバクシャは一人もいな

い，20ミリシーベルトはまったく安全だ，避

難した人たちは一刻も早く帰還してほしい，

いま一番心配なのは「風評被害」だ，と彼ら

は主張する． 

 

ここで甲状腺がんの被ばく発症が明らかに

なってしまえば，原発事故の本質が暴き出さ

れ，彼らの「願望」は「放射能安全論」とと

もに一挙に崩壊する．国や東電に対する被害

者の補償要求がますます強まるだろう．福島

の「復興」は根本から見直さなければならな

くなる．東京オリンピックすら危うくなる．

原発稼働は危機に瀕する．NPT体制の維持ま

でもが難しくなる．そんな事態は何としても

避けたい．彼らがフクシマ小児甲状腺がんの

被ばく発症を認めず，「スクリーニング効果」

にしがみつくホントの理由がここにある． 

 

われわれは，原発事故の真実を追求し，偽

りの同情を排し，被害者＝人間の復興をめざ

す．われわれは，「絶望技術」の生み出した原

発・核兵器を断固拒否する． 
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◆◆◆◆ 支部幹事会・ワーキング会議だより ◆◆◆◆ 

第9回支部幹事会（1／16）と第9回ワーキング会議（2／1）の報告 

 

1. 会員の現況（1月28日現在） 

一般会員231，特別会費会員4，家族割り特別会費会員3，若手会員6， 

 若手特別会費会員14，会員合計258，読者4 

2. 会費納入状況 （1月25日現在） 

 今年度会費未納者：一般  22/231，特別会員 0 /4，家族割 0/3， 

若手 2 /6，若手特別  5/14 

  17年度会費未納者：一般 5，若手特別 2 （若手は全員納入済み） 

3. 会計報告 （会費は1月25日まで） 

 2018年度累計                  2018年度1月決算 

  収入累計   3,382,813円        1月収入合計 114,923円 

  支出累計   2,993,877円      1月支出合計 266,990円 

  収支累計     388,936円       1月収支   -152,067円 

  前年度繰越   489,974円     前月繰越  1,030,977円 

  1月末残高  878,910円     1月末残高  878,910円 

4. 1月〜2月の支部関連行事（支部ニュース1月号発行〜2月号発行） 

1月11日（金）支部ニュース1月号発行，「日本の科学者」2月号発送 

1月13日（日）JJSサポーター会議（大阪国労会館） 

1月13日（日）関西懇談会（大阪国労会館） 

1月15日（火）1月支部読書会 

1月16日（水）第9回支部幹事会 

1月19日（土）第31回自然科学懇談会 

1月 26日（土）〜27日（日）54期第 3回全国常任幹事会（東京茗荷谷スポーツセンター） 

1月27日（日）ワロン研究会 

2月1日（金）第9回ワーキング会議 

2月13日（水）支部ニュース2月号発行，「日本の科学者」3月号発送 

（文責：宗川吉汪） 
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